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Abstract

　National universities in Japan were incorporated in 2004. Before that, these institutions 

were just branches of the Ministry of Education and their administrative staff comprised 

civil servants. Fifteen years after the incorporation, it is becoming increasingly important 

for all national universities to develop their human resource strategies as a juridical public 

body separated from the central government. This paper examines the changes in human 

resource management within non-academic departments of Japanese national universities 

after their incorporation using a framework based on principal-agent theory.

　The findings of this study show that the total number of middle managers at non-

academic departments has been expanding while those dispatched from the Ministry of 

Education have not decreased. This implies that national universities have acted on their 

own strategies while considering government incentives.

１．研究の背景と目的

　周知のとおり、法人化により各国立大学は独立した経営体となり、自律的な経営を行うための

様々な裁量が与えられた。同時に、文部科学大臣から提示された中期目標に沿った中期計画の策定

及びその達成状況の評価に加え、財務状況の開示等による説明責任も課されている。すなわち、独

立行政法人制度を特徴づける、一面での「独立性」と他方での「被拘束性」（藤田 1999）の双方を

併せ持つこととなった。

　各法人が国からそれぞれ引き継いだ経営資源をもとに自律的な大学運営にあたることを求められ

る状況の中、天野（2008）は事務職員について、ルーティン化された定型的な業務だけをやってい
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ればよいという時代は終わり、職員という人的資源の質が大学の経営を左右する大きな要因になっ

てきたと指摘している。つまり、学長に移譲された事務職員の採用・能力開発・昇進を含む人事権

の活かし方が経営上のカギとなることを意味している。特に、国立大学の幹部職員人事は法人化前

は文部科学省が握っていたため、法人化後の課長職以上のポストに誰が置かれているかということ

から、文部科学省から得た人事権の使途、すなわち各大学の人事戦略の一端が垣間見られると考え

られる。一方、法人化後においても幹部職員人事への文部科学省の関与はなくなったわけではない。

従って各国立大学は自律性と文部科学省の関与との狭間で自らに最も適した幹部職員の人事を行

い、文部科学省の要求に応えつつ大学の利益を最大化させようとしているものと考えられる。本稿

では、法人化の前後の期間における国立大学幹部事務職員の経歴及び昇進過程について文教ニュー

ス社『文部科学省国立大学法人等幹部職員名鑑』21年分のデータを基礎として分析しつつ、国立大

学幹部事務職員の人事管理に法人化がもたらした変化を文部科学省から国立大学への権限移譲に着

目した説明を用いて実証的に明らかにすることを目的とする。

２．分析の枠組み

⑴　先行研究と課題設定

　国立大学事務職員のキャリアパスに関する先行研究はこれまでに着実に蓄積されてきている。山

本（眞）（1998）は、ある時点における東京大学と京都大学に在籍する課長級以上の職員の経歴等

を分析し、国立大学事務職員のキャリア構造を示している。猪股・木原（1998）は、東北地方Ａ 

大学の『Ａ大学学報』を用い、個々人の人事異動をまとめることにより、職員の職業キャリアを分

析し、公務員の昇進管理 における勤続年数と年齢の関係について明らかにしている。林（2007）は、

『文部科学省国立大学法人幹部職員名鑑』を用い、幹部職員をA文部科学省採用（国家公務員Ⅰ種）、

B国立大学採用→文部科学省転任、C国立大学採用→課長登用、D内部登用、E民間等からの採用、

F他省庁からの転任の６類型に分類した上で、2002年度から2007年度の６年間における６種類の部

長級・課長級職員の経歴を分析し、法人化以降に内部登用者Dの割合が増加傾向にあることを明ら

かにしている。西出（2010）は 、同様に『文部科学省国立大学法人幹部職員名鑑』を利用し、平

成14年度と平成18年度の２時点における10大学分のデータを分析し、林（2007）のAからDにあた

る４類型に「外部招へい」を加えた５分類における職員数及び構成比の変化から、各大学が課長級

ポストを増加させるとともに、内部登用者からの管理職の比率を高めることで、その大学を熟知す

る管理職に、課題に即応させようとしていることを示した。藤村（2015）は『文部科学省・国立大

学法人等職員録』を用い、役員と本部事務職員の人数の変化を大学類型別に分析し、旧帝大や医総

大においてその数が増加していることを明らかにしている。渡辺（2018）は法人化前の国立大学事

務局幹部職員人事について、文部省発出の公文書及び文部省大臣官房人事課の歴代任用班主査から

のインタビューにより、いわゆる「本省転任」（上記林 2007ではＢに当たる）や「課長登用」（同

じく林の分類ではＣに当たる）についての制度的裏付けを行い、制度開始初年度から現在に至るま

での実施状況について明らかにした。また、法人化後の課長職への登用について、文部科学省が行

う課長登用面接は廃止され、それに代わって全国８つのブロックごとに「国立大学が」課長職への
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登用を行うブロック登用の仕組みを設けたこと、それに伴い、国立大学協会の申し合わせにより、

法人化前に課長登用面接を受けて幹部職員となった者については、以後基本的には出身大学等の周

辺のブロックに戻り、当該ブロック内の人事交流システムの中で人事交流を行うこととなったこと

を明らかにしている。さらに、『国立学校幹部名鑑』を用い、国立大学幹部職員の初職と文部科学

省での勤務経験に着目した分析を行い、本省転任試験はいわば国立大学職員としてのファスト・ト

ラックに入るためのスクリーニング試験であったことを明らかにするとともに、法人化後において

は幹部職員の勤務する大学と初職の大学が同じケースが増えてきていることから、それは学内登用

の仕組みが広がってきたことの効果と見ることができることを明らかにした。

　これらの先行研究のうち、林（2007）及び渡辺（2018）はいずれも『文部科学省国立大学法人等

幹部名鑑』あるいは『文部科学省国立大学法人幹部職員名鑑』を用い、国立大学の幹部職員につい

て複数年に渡ってキャリア・パターン別の変化を分析しているが、それぞれに限界がないわけでは

ない。林（2007）は「総務人事系部長」「総務人事系課長」「財務会計部長」「財務会計系課長」「学

生系部長」「学生系課長」のポスト別分析を行っているものの、対象期間が2002年度から2007年度

の６年間のみであり、分析対象の最終年度から現在までに既に12年が経過しようとしている。また、

職員の人数ではなく割合を用いて分析しているため、ポスト数の変化について言及していない。渡

辺（2018）は対象年度が1971、1975、1985、1995、2003、2009、2015の各年度と４～10年間隔では

あるがその期間は44年間に及び、本資料の発行からすべての期間を網羅しているものの、分析の対

象が事務局長、部長、課長の３種類のみであり、林のようなポスト別分析はない。また、分析結果

として両者いずれも「学内登用」の割合が増加している旨を挙げているが、林は特にこれを説明す

るモデルを示しておらず、渡辺は地方公共団体への国（特に自治省）からの出向を例にとった「戦

略的置き換え説」を採用しており、法人化後の変化を部分的にしか説明できていないと考えられる。

例えば、後述のとおり局長級及び部長級での文部科学省出身者は減少しておらず、局長、総務部長、

財務部長のデータから重要性が高いポストほど置き換わりが起こっていないと考えられる。これら

の点を踏まえ、本稿の課題を次のとおり挙げることとする。１）法人化前の一定期間（今回は平成

10年度から15年度までの６年間）を含む平成30年度までの経年データを分析し、法人化前後におけ

る変化及び法人化後の15年間における変化について明らかにする。２）同期間における幹部職員の

主要ポスト別分析を行い、ポストによる変化の違いについて検討する。３）これらの分析から得ら

れる法人化を契機に起こった変化について、人事権の移譲に着目した説明を試みる。

⑵　モデル

　国立大学法人と国や文部科学省との関係を説明する上では「プリンシパル・エージェント理論」

（主人（本人）・代理人論。以下、ＰＡ理論）が役に立つ。ＰＡ理論とは、社会に存在するさまざ

まな関係を、本人と代理人の間に結ばれた契約関係としてとらえ、どのような契約内容であるかを

見ることによって、それぞれのアクター間の関係や、その結果として導かれるアクターの行動を説

明しようとするものである（建林・曽我・待鳥 2008）。「主人・代理人」の関係は雇用関係におけ

る雇用者と従業員や、依頼料と引き替えに専門的サービスを受け取る弁護士と依頼人の関係から、
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依頼人と代理人の双方が企業である場合まで、多様な事例が含まれるとしている（コールマン 訳 

2004）。

　主人と代理人の間には一般的に「情報の非対称性」が存在し、行為に関する情報をより多く持つ

代理人の方が主人よりも優位に立つ。また、代理人は本人とは異なる目的を持ち、情報の非対称性

を利用して、その目的を達成（ないし効用を最大化）しようとする。このため、本人は代理人の専

門知識を利用しつつ、代理人の自己目的達成のための行動を抑え、効率的な委任を行うべく褒賞、

懲罰、複数の代理人による競争などにより、代理人の行動をコントロールしようとする（建林・曽

我・待鳥 2008）。

　藤村（2007）は、国立大学法人化のＰＡ理論からの解釈として「金銭は所有するが自らは教育研

究能力を持たない政府が、その能力を有する大学ないしは研究機関と契約をかわし、さらに金銭と

引き替えに研究者の利害を政府に一致させることで情報を引き出す」と定式化している。大学とい

う組織はアカデミック・プロフェッションの集合であり、その自立性から通常の「主人・代理人関

係」よりも自己の効用を優先する傾向が強く、そのため主人は様々な誘因を駆使して情報の非対称

性を回避しようとする。このことから、法人化後の国立大学は「主人・代理人関係」の典型的な例

といえよう。

　また、国立大学の法人化における「主人・代理人」関係は複雑であり、いくつかの「主人・代理

人」関係が連鎖している。まず、究極の本人である国民が政治家を代理人として権力を委任し、さ

らには政治家からなる政府（高等教育に関しては文部科学大臣・文部科学省）が国立大学法人に教

育研究活動を委任し、最終的には法人（学長）がその設置する大学（部局・個々の教員）に実際の

教育研究活動を委任する。つまり、国立大学法人は政府との関係では代理人となり、同時に教員と

の関係では主人となっているのである。

⑶　仮説

　本稿では国立大学法人幹部事務職員の人事管理に焦点を当てることから、本稿における分析では

本人を政府（文部科学省）、代理人を国立大学法人（その長である学長）とする。幹部職員ポスト

配分という行為から直接的な効用を得られるのは政府（文部科学省）及び国立大学法人であり、想

定される効用は表１のとおりである。

表１　法人化後の幹部職員ポストの配分から得られる効用

幹部職員ポストに文部科学省出身職員を充て
ることによる効用

幹部職員ポストに大学出身職員を充てること
による効用

政府（文部科学省）
が得る効用

・人的資源の大学間格差の是正（天野 2008）
・従来から文部科学省職員の人事コース上に
位置づけられていたポストの確保（寺脇 2013、
本間 2014）

・独立行政法人通則法（国立大学法人法）の
立法趣旨に則り、法人の自主性に配慮してい
ることへの客観的説明（独立行政法人通則法
第３条第３項、国立大学法人法第35条）

国立大学法人（学
長）が得る効用

・国の政策等に関する情報収集や国との交渉に
ついてノウハウを持つ人材の獲得（渡辺 2018）

・職員の士気向上、大学全体の活性化（林 2007）
・学内事情に精通した人材の活用（渡辺 2018）



97飯　塚　　　潤2019年度

　この表からは、文部科学省出身職員を幹部ポストに置くことは主人・代理人双方の効用となり得

る要素を含んでおり、代理人の行動を制約する。しかしながら代理人が文部科学省出身職員を充て

ることにより得られる効用は、代理人をコントロールするための誘因（例えば運営費交付金、補助

金の獲得や許認可）を得ようとするためのものであり、「主人・代理人関係」の存在を前提とした効

用である点に注意が必要であろう。同様に幹部職員ポストに大学出身職員を充てることによって主

人が得られる効用も「一定程度存在する」ことが重要なのであって、その量的拡大は望まれないで

あろう。一方、代理人が大学出身職員を充てることにより得られる効用は代理人の利得追及のため

のものと考えられる。したがって、人事権の行使主体たる学長はこれらの効用を調整した上で、法

人にとっての最適な人事戦略をとると考えられる。このことから以下のような仮説が導出される。

　ア）文部科学省人事を侵害しない範囲で学内登用を増加させる

　イ）政策動向に明るい人材等への需要から、文部科学省人事は維持される

　ウ）全体の管理職ポストを増加させて、文部科学省人事及び学内登用に対応する

⑷　使用データ

　本稿においては、国立大学における個別の幹部職員ポストにどのような職員が就いているかを分

析することから、職員個人の人事異動歴に関するデータが必要になる。そこで文教ニュース社『文

部省幹部職員名鑑』の「平成10年度版」から「平成30年度版」を活用することにする（平成13年度

版から平成16年度版までは『文部科学省幹部職員名鑑』、平成17年度版から平成30年度版までは『文

部科学省国立大学法人等幹部職員名鑑』と名称が変わっている）。本誌には原則として、当該年度

の８月又は９月現在における、文部（科学）省は主任以上、その他機関や国立大学は課長、事務長

以上の職員について、職位、氏名及び経歴が掲載されている。 本稿では、各年度の８月時点での

国立大学に在籍する職員についてデータ化し、先行研究から明らかになっているキャリア・パター

ンに基づいて職員を分類し（表２）、主要ポストにおける幹部職員のキャリア・パターン別の構成

割合について分析を行った。

表２　国立大学幹部職員のキャリア・パターンによる分類

類型 略称 概要

Ⅰ キャリア職員 文部（科学）本省に採用後、４～５年目に係長に昇進している職員

Ⅱ 文部科学省出身
職員

大学採用の後、概ね20歳代後半で文部（科学）省へ転任し、係長級となった後、40歳前後で
大学等の課長となる職員。大学等の課長となる前に、放送大学やその他独立行政法人の課長
補佐を挟む場合も含む。行政実務研修等で文科省に１～３年程度在籍した職員は含まない。

Ⅲ 全国･ブロック･
異動職員

大学採用の後、各大学で係長や課長補佐となった後、他大学等（高専、独法含む）の課長
級となる職員。その後、基本的に複数の大学を異動する。他大学等での課長経験の後、出
身大学へ戻る場合も含む。

Ⅳ 大学出身職員 大学採用後、各大学で係長や課長補佐となった後、所属大学において課長級となる職員。
係長や課長補佐時代における他大学等への出向があった場合、課長となった後、他大学へ
移動となる場合、課長になる前に他大学から転籍してきた場合も含む。また、所属大学で
課長となった後、他大学で部長級となる場合も含む。

Ⅴ その他（他機
関・民間等）

他省庁（財務局や国税局が多い）からの課長級での出向や、民間企業からの採用者。デー
タ上、上記４類型に分類できなかった職員も含む。
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⑸　ポストの区分

　本稿で使用する国立幹部職員の職種区分は、原則としてその名称で分類した。名称で判断が難し

い場合は、各大学の事務分掌規程等で確認した。分類は、法人化以前における伝統的な分類に従い、

法人化後に発生した新たな職種をそれに加えた。本稿で分析する各職種に対応する具体的な職名は

表３のとおりである。

４．キャリア・パターンに基づく分析

⑴　概観

　はじめに、幹部職員を局長級、部長級、課長級の３つの職階に分け、その上で各職階におけるキャ

リア・パターンごとの人数を年度別に集計し、経年の変化を確認する（表４）。

　まず、局長級を除いて、年度が進むにしたがって、人数、つまりポスト数が増加していることが

確認できる。局長級の職員は基本的に各大学１名であり、2002年から2005年にかけて国立大学の合

表３　本稿で分析の対象としたポストの主な役職名

職階 本稿での名称 主な役職名

局長級 事務局長 理事、事務局長、副学長

部長級 総務部長 総務部長、総務企画部長、企画総務部長

財務部長 財務部長、経理部長

学務部長 学務部長、学生部次長、教育・学生支援部長

研究支援系部長 研究協力部長、研究推進部長

課長級 総務課長 総務課長、総務企画課長、庶務課長

人事課長 人事課長、人事労務課長、職員課長

財務・会計課長Ⅰ 財務課長、財務企画課長、会計課長

財務・会計課長Ⅱ 契約課長、調達課長、経理課長

教務課長 教務課長、学務課長

研究支援系課長 研究協力課長、研究推進課長

表４　職階別、キャリア・パターン別集計
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併が進んだため、この期間において減少している。なお、現在においても大学数を上回る局長級の

職員の数が確認できるが、これは事務局長、理事、副学長のうち、複数の事務系ポストを置いてい

る大学が存在するためである。

　キャリア・パターン別にみると、Ⅰキャリア職員（以下「Ⅰ職員」）が国立大学幹部職員の中に

占める割合はそもそも低いが、局長級のポストでは一時期減少の傾向を見せているものの、近年再

び30名前後の水準に戻りつつある。Ⅱ文部科学省出身職員（以下「Ⅱ職員」）は局長級及び部長級

では人数にほぼ変化がなく、非常に安定した数を維持しているが、課長級においてここ数年でやや

減少傾向にある。この要因としては、供給源となる国立大学法人からの転任希望者が減少したこと

が考えられる。実態としては、従来の１人の職員が20代で文部科学省に転任し40歳前後で国立大学

課長に転出する間に経験するポジションを、半年～１年程度の行政実務研修生を多数受け入れて賄

うというモデルに移りつつあるのではないか。つまり、そうすると本省の係長候補者が減少するの

で、国立大学からの人事交流により係長ポストを埋めるようになる（任期を終えたら大学に戻る）。

このことから、国立大学課長級職への候補者自体が減少していることが考えられる。この点につい

ては、渡辺（2018）も学内登用者の増によって文部科学省勤務の比較優位が崩れることによる本省

転任衰退の可能性を指摘している。Ⅲ全国・ブロック異動職員（以下「Ⅲ職員」）及びⅣ大学出身

職員（以下「Ⅳ職員」）は、いくつかの例外を除いて基本的に局長級まで昇進することはなく、そ

れは法人化前後の時期を通じて同じである。一方、部長級及び課長級では、Ⅲ職員は年度が進むに

従って大幅に数を減らし、反対にⅣ職員がその数を増加させている。稀に見られるⅤその他は大蔵

省からの出向等である。

　続けて、各職階をいわゆる本部と部局のポストに分けた場合について分析する（表５及び表６）。

この場合の部局の定義は、学部や研究科、研究所等の事務局とし、本部はそれ以外を指す。また、

現在でもブロックを越えた異動が多いと考えられる図書系、施設系、病院系については外数として

別掲し、本部からは除いて集計することを試みた。なお、局長級については省略する。

　部長級の本部・部局ごとの人数の変化を見ると、まず本部及び部局は年々増加、図書系は減少、

施設系と病院系は変化していないことが確認できる。渡辺（2018）は法人化後の本部部長級ポスト

の増加について、「おそらくは学部・研究所・センター・病院・個別キャンパス所属の部長相当職

をより大学全体に影響を及ぼしうる事務局の部長相当職に振り替え、その際に学内の職員を登用し

たと思われる」と分析しているが、個別の大学ではそのような事例が確認できるものの（図書系部

長が研究系部長に置き換わっている事例等）、全体を見ると、必ずしも的を射ているとは言えない。

つまり、部長級ポスト同士を本部、部局間で移動させているというよりは、ポスト数を純増させて

いると考えるほうが自然である。ポストを純増させると人件費が増え、その原資が必要となるが、

法人化したことで級別定数管理から総人件費管理に移行し、柔軟な人件費の配分が可能となったこ

とにより、総人件費の枠内でのポスト増に対応していると考えられる。具体的な方策としては、従

来課長級であった職務の級が６級のポストに管理職手当てのみを加算し、部長ポストを増やしてい

ること等が考えられる（課長級でも同様）。また、下位の級の人数を減らして上位の級を増加させ

ている可能性もある（例えば４級を100人減らして５級を10人増やす等）。



100 大学経営政策研究 第10号

　そのほか、Ⅱ職員及びⅢ職員はすべての本部・部局区分において、多少の増減はあるものの、全

期間を通して人数が概ね一定である。一方、Ⅳ職員は法人化前の期間においては部局を除いてほぼ

ゼロであったが、本部及び病院で法人化を境に激増している。なお、2016年度から2018年度に確認

できる施設系のⅣ職員は、所属大学で課長となった後、部長級で他大学に出た例または、課長補佐

級で異動した後、当該大学で課長級、部長級と昇進した例であり、いわゆる一般的な「生え抜き」

のイメージとは遠い。次に、同じく課長級職員について分析する（表６）。

　本部課長については、年度ごとのポスト数が部長級と同じく右肩上がりで増加している。一方、

部局課長は法人化の直前直後に一時的に数を減らしているものの、再び元の水準に戻している。図

書系課長は法人化直後から大きく数を減らしているが、その理由は、従来、中規模の大学では「サー

ビス系」と「情報管理系」の２系統の課長職が配置されてきたが、法人化後、多くの大学でそれら

を１つのポストに集約したためである。施設系は課長級ポストの中では唯一、全期間を通じてポス

ト数に変化がない。病院系ではポスト数が右肩上がりである。これは法人化直後に各大学に病院経

営管理課長が置かれたこと、また、その後病院のための人事系課長、調達系課長等が置かれたこと

による。本部・部局ごとに各キャリア・パターンを見ていくと、本部ではⅡ職員の数は変わらない

が、全体のポスト数が増えたため、その割合は減らしている。また、Ⅲ職員とⅣ職員との間で置き

換わりが起こっているが、Ⅳ職員の増加ペースの方が、Ⅲ職員の減少よりも速い。結果として本部

課長級全体に占めるⅣ職員の割合が急激に増えている。部局課長では全期間を通じてすべてのキャ

リア・パターンでほぼ変動がない。施設系ではⅢ職員に変化がなく、Ⅱ職員とⅣ職員との間で置き

換わりが起こっている。病院系は、本部課長と同様の変化を見せている。

表５　職階別、キャリア・パターン別集計（本部・部局別・部長級）
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⑵　ポスト別分析

①　総務部長

　総務部長における特徴は、法人化後にⅣ大学出身者が出現していることである。その割合を徐々

に増やしてはいるが、依然としてⅡ職員が７割以上を占めている。このことから、Ⅳ職員の総務課

長の増加により（後述）総務部長の候補者が蓄積され、一部で総務部長に昇進する者が現れてきて

いると考えられる。

②　財務部長

　財務部長は大規模大学を中心に置かれ、そのキャリア・パターン別内訳は、総務部長と同様、Ⅱ

職員の割合が全期間を通じ９割前後と高い。また、大学出身者も出現はしているが、ごく少数であ

る。財務省等からの出向が少数ではあるが続いているのも特徴である。

表６　職階別、キャリア・パターン別集計（本部・部局別・課長級）

表７　総務部長の類型別内訳
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③　研究支援系部長

　研究支援系部長は法人化前から存在はしていたものの、一部の大規模大学への設置に留まり、法

人化後にその他の大学にも普及した。年度が進むにつれ、ポスト数を増やしているが、Ⅱ職員が人

数で増加している点が特徴である。

④　学務部長

　学務部長は教務課や学生課、入試課等を統括するポストであり、一部小規模の大学も含め、法人

化前から多くの大学に置かれてきた。法人化前はⅡ職員とⅢ職員でほぼ全てのポストが占められて

いたが、法人化を境にⅣ職員がこのポストに就くようになり、徐々にその数及び割合を増やしてい

る。取って代わるようにⅢ職員が減少している。その理由として、このポストを下支えし、将来の

学務部長予備軍となる教務課長等における大学出身者が増えたことにより、学内の適任者を充てや

すい条件が整ってきたことが考えられる。

表８　財務部長の類型別内訳

表９　研究支援系部長の類型別内訳

 

表10　学務部長の類型別内訳
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⑤　総務課長

　総務課長（表11）は、基本的に各大学に１つずつ置かれるポストであり、法人化前後においても

それは変わっていない（数に変化があるのは合併によるもの）。法人化前は稀にⅣ職員が現れるも

のの、基本的にⅡ職員とⅢ職員によって９割以上を独占していた。それが、法人化を契機にⅢ職員

とⅣ職員の置き換えが劇的に進み、現在ではⅣ職員が全体の半数弱を占め、最も多くの割合となっ

ている。学務部長同様、法人化後におけるキャリア･パターン別の典型的な動き、すなわち、法人

化前はⅢ職員がある程度の割合を占めていて、且つ大学出身者がゼロか例外的である場合におい

て、法人化後にⅢ職員の多くがⅣ職員に置き換わるという動きを見せている。

⑥　財務課長

　財務系課長ポストは便宜的に以下の２つに分けて分析した。１）「財務課長Ⅰ」－名称が「財務課長」

及びそれに類するもの（小規模大学で財務系課長ポストが１つのみの場合を含む）。２）「財務課長Ⅱ」

－名称が「経理課長」「契約課長」及びそれに類するもの。この２つに分けた理由は、財務系課長

の職務は、概算要求等の予算獲得に関するものと、契約や支払などの執行に関するものとに大きく

分けられ、それぞれについて分析することにより、その特徴が明らかになると考えたからである。

　財務・会計課長Ⅰ（表12）も総務課長と同じく、基本的に前各大学に１つずつ置かれる職である

が、総務課長のそれとは全く異なる。まず、法人化前においては、Ⅱ職員とⅢ職員によって９割以

上を占める点は総務課長と同様である。しかしながらその内訳は、財務・会計課長ⅠではⅡ職員の

割合が８割前後と総務課長に比べ高い。Ⅳ大学出身者も出現してきてはいるものの、総務課長ほど

の広がりは見せていないが、ここ3年間では急増している点は注意が必要であろう。

表11　総務課長の類型別内訳

表12　財務・会計課長Ⅰの類型別内訳
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　財務・会計課長Ⅱでは、法人化前には各類型がバランスよく配置されていたが、法人化後にⅢ職

員からⅣ職員への置き換わりが起きている。また、Ⅱ職員もその数を減らしている。なお、1998 

年度から2000 年度にかけてポスト数が大幅増となっているが、これは各大学に契約担当のポスト

が置かれ始めたからである。その後、徐々にポスト数は減少に転じており、財務・会計系ポストを

複数置く大学で整理が行われていると考えられる。

⑦　人事課長

　人事系課長の数が法人化後にほぼ倍増しているのは、以下の２つ理由がある。１）従来人事課長

を置いていなかった大学が新たに設置、２）、法人化により新たに発生した業務（労務関係や採用等）

を担当する２つ目の課長職を設置する大学の出現。類型別内訳では、Ⅱ職員の数は一定であり、法

人化後に出現したⅣ職員は、Ⅲ職員が占めていた部分を取り込みつつ、さらに拡大している。

⑧　研究支援系課長

　研究支援系課長の特徴は、研究系部長の項で述べた点と同様である。法人化以前は一部の大学に

設置されていたものが、法人化以降に拡大を見せた。キャリア・パターン別の内訳としては、研究

部長と同じくⅡ文部科学省出身者がその数を伸ばし、同様にⅣ職員も増やしている。

表13　財務・会計課長Ⅱの類型別内訳

表14　人事課長の類型別内訳
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⑨　教務課長

　教務課長は、法人化直後までは、Ⅲ職員が８割前後を占めその中心を担ってきたが、Ⅳ職員に置

き換わってきていると同時にⅡ職員が微増している。最もきれいに置き換わりが起こっている職種

の一つである。

５．結論

　分析の結果、まず本稿で対象とした法人化前の期間においては、いずれの数値も概ね一定であっ

たことが確認できた。また、法人化を境にそれぞれの数値は１）右肩上がりで増加、２）変化なし、３）

右肩下がりで減少という３パターンの傾向を示すことが確認できた。このことから法人化前はポス

ト配分が固定されていたが、法人化を契機にそれが崩れ、その変化は現在も進行中であることが明

らかとなった。

　このことを前提として仮説の検証を行う。職階別人数では局長級は変化なく、部長級及び課長級

では右肩上がりで増加していることが確認できた。その上でキャリア・パターン別ではⅠ職員及び

Ⅱ職員はほぼ変化なく、これらの職員の人事コース上のポストは法人化後も引き続き確保されてい

ると考えられる。一方、Ⅳ職員は部長級及び課長級で右肩上がりで増加していることから、仮説ア）

は妥当であると考えられる。

　ポスト別分析では総務部長及び財務部長のⅡ職員にほぼ変化がないことが確認できる。これに局

長級を加え、国立大学と文部科学省との橋渡し役が最も期待されると考えられるポストには依然と

表15　研究支援系課長の類型別内訳

表16　教務課長の類型別内訳
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して文部科学省出身の職員が就いており、また、法人化後にポスト数を増やした研究系部課長でも

Ⅱ職員が数を伸ばしている。このことをもって、これらの職員が「政策動向に明るい人材等」であ

る明確な証拠であるとは断言できないが、代理人たる学長がさまざまな誘因を得るという効用のた

め、少なくともこれらのポストに就く要件として「文部科学省出身」という要素が重要であるとい

うことには、説得力があると考えられる。これらのことから、全面的ではないにせよ仮説イ）は妥

当であると考えられる。

　級別定数管理から総人件費管理への移行により法人の判断による幹部職員ポストの増加が可能と

なった。また、本部・部局別分析からⅣ職員については法人化前における最高到達ポストとされる

部局の事務長での処遇を増加させたのではなく、本部ポストでの文字通り登用を行ったことが確認

できる。内訳としては本部ポストの純増とⅢ職員との置き換わりが主であるが、一部Ⅱ職員とも置

き換わっている。置き換えられたⅡ職員は研究系ポスト等で新たに迎えられている。これらのこと

から、仮説ウ）は妥当であると考えられる。

　以上の分析結果から、法人化後の国立大学が採用する人事管理戦略の変化について、PA理論を

用いて説明することの有効性は確認できた。一方、この変化は現在進行中であり、今後仮に収束点

が訪れた場合はにはその要因について再検討が必要であろう。また、本稿ではポストの増減のみを

分析対象としており、あるポストにおけるキャリア・パターン別の変化が、国立大学法人の経営上

有益なものであったか否かについては述べていない。つまり、藤村（2016）が指摘するように、こ

のような人事管理の変化は機能的要件というよりも、対外的に正しい人材を配置しているという

「適切さのロジック」を提供しているものに過ぎないのかもしれない。この点についてはさらなる

検証が必要とされよう。
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